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た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
専
用

フ
ォ
ー
ム
で

※�

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
フ
ァ
ル

マ
バ
レ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

一
環
で
す
。

　

沼
津
信
用
金
庫
地
域
創
生
部

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
６
２
･
６
７
６
７

　
産
業
政
策
課

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
４
４

農
業
分
野
女
性
ス
テ
ッ
プ
ア

ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

　
農
業
分
野
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
を
応
援

す
る
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
で
す
。

⑤ ④ ③ ② ①と
き(

全
５
回
）

令
和
７
年

１
月
２８
日
㈫

１２
月
１６
日
㈪

１１
月
〜
１２
月
中
旬

１１
月
１
日
㈮

１０
月
４
日
㈮

コ
ー
チ
ン
グ
研
修
、
発
表
会

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
企
画

ス
キ
ル
研
修

現
地
視
察（
予
定
）

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

交
渉
力
ｕ
ｐ
研
修

キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
、
プ
レ

ゼ
ン
研
修 内
　
容

時
　
間
　
①
②
④
⑤
１０
時
３０
分
〜
１６
時
③
未
定

と
こ
ろ
　
静
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　「
あ
ざ
れ
あ
」（
静
岡
市
駿
河
区
）他

定
　
員
　
４０
人（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

対
　
象
　�

県
内
で
農
業
に
従
事
す
る
女
性
で
、

全
回
参
加
で
き
る
人

※�
申
込
方
法
等
の
詳
細
は
、

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

　
だ
さ
い
。

　
県
経
済
産
業
部
農
業
局
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
課

　
　
　
　☎
０
５
４
･
２
２
１
･
２
６
２
９

　
農
林
農
地
課（
農
林
振
興
係
）

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
５
１

ぬ
ま
づ
環
境
教
室

　
自
然
環
境
や
生
物
多
様
性
に
つ
い
て
、
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
中
心
に
、
親
子
や
友
達

同
士
で
学
び
ま
せ
ん
か
。

と
　
き
　�
１０
月
１２
日
㈯
、
９
時
〜
１１
時

と
こ
ろ
　
富
士
通
㈱
沼
津
工
場（
宮
本
）

内
　
容
　�

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
や
生
物
多
様
性
へ
の
取

り
組
み
の
紹
介
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

　
　
　
　
ー
ク
（
自
然
や
生
物
の
観
察
、
ヤ

　
　
　
　
ギ
と
の
ふ
れ
あ
い
等
）、間
伐
材
利

　
　
　
　
用
の
モ
ル
ッ
ク

対
　
象
　�

市
内
に
住
む
か
通
勤
・
通
学
す
る

人（
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
）

定
　
員
　�

４０
人
程
度（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

申
込
方
法
　�

９
月
１９
日
㈭
ま
で
に
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
、
電
話
番
号
を
電
話
ま

た
は
メ
ー
ル
で

※�

天
候
に
よ
り
内
容
を
変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

環
境
政
策
課(

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
推
進
室)

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
４
１

　
　
　
　kankyo@city.num

azu.lg.jp

多
文
化
共
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

研
修
会

　
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
「
多
文
化
の
子
ど

も
た
ち
」
へ
の
理
解
を
深
め
な
が
ら
、
日
本

語
の
指
導
を
実
践
的
に
学
び
ま
す
。

と
　
き
　
９
月
２９
日
㈰
、
１４
時
〜
１６
時

と
こ
ろ
　
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

講
　
師
　�

崔チ
ェ
ヨ
ン
ソ
ン

英
善
さ
ん
（
一
般
財
団
法
人
自

治
体
国
際
化
協
会
地
域
国
際
化
推

進
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

対
　
象
　�

外
国
人
支
援
に
関
心
の
あ
る
人

定
　
員
　
５０
人
程
度

く
ら
し
つ
な
げ
隊
「
地
域
の
移
動

販
売
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
」

　
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
人
等
、
遠
方
へ

の
買
い
物
が
困
難
な
人
を
支
え
る
移
動
販
売

所
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し
ま
す
。

と
　
き
　�

１０
月
５
日
㈯
、
１３
時
３０
分
〜
１５
時

と
こ
ろ
　
サ
ン
ウ
ェ
ル
ぬ
ま
づ
大
会
議
室

対
　
象
　�

市
内
に
住
む
か
通
勤
す
る
、
地
域
の

生
活
課
題
の
解
決
に
関
心
の
あ
る
人

定
　
員
　
１０
人（
先
着
順
）

申
込
方
法
　�

９
月
１０
日
㈫
、
９
時
〜
２７
日
㈮
、

　
　
　
　
１７
時
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電

　
　
　
　
話
番
号
を
電
話
ま
た
は
メ
ー
ル
で

　

沼
津
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
２
２
･
１
５
０
０

　
　
　
　info@

num
azu-shakyo.jp

　
長
寿
福
祉
課（
高
齢
者
支
援
係
）

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
８
６
６

募

　
集

「
千
本
賞
」候
補
者

　
青
少
年
の
健
全
育
成
等
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
青
少
年
の
模
範
と
な
る
個
人
や

団
体
を
募
集
し
ま
す
。

対
　
象
　�

２０
歳
未
満
の
個
人
ま
た
は
団
体

応
募
期
限
　
１０
月
５
日
㈯

※�

�１２
月
１５
日
㈰
に
表
彰
式
を
開
催
し
ま
す
。

※�

応
募
方
法
等
の
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

沼
津
千
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
　
　

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
６
３
･
０
２
５
０

　
生
涯
学
習
課（
青
少
年
係
）

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
８
７
１

申
込
方
法
　�

９
月
２０
日
㈮
、１７
時
ま
で
に
電
話
で

　

地
域
自
治
課（
多
文
化
共
生
係
）

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
１
７

や
さ
し
い
精
神
保
健
福
祉

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

　
こ
こ
ろ
の
病
気
や
精
神
障
が
い
を
抱
え
る

人
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
制
度
や
接
し

方
を
学
び
ま
す
。
病
を
抱
え
る
当
事
者
の
話

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
発
表
を
聞
き
な
が

ら
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
を
一
緒

に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

と
　
き
　
９
月
２８
日
㈯
、
１０
時
〜
１２
時

と
こ
ろ
　
サ
ン
ウ
ェ
ル
ぬ
ま
づ

　
　
　
　
大
会
議
室

定
　
員
　
４５
人（
先
着
順
）

持
ち
物
　
筆
記
用
具

申
込
方
法
　�
９
月
９
日
㈪
、
９
時
か
ら
電
話
ま

た
は
専
用
フ
ォ
ー
ム
で

　

沼
津
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
２
２
･
１
５
０
０

　
福
祉
企
画
課

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
８
２
４

も
の
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー

　
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
身
体
拡
張
の
可

能
性
」
を
テ
ー
マ
に
、
競
技
用
義
足
の
開
発

等
の
講
話
や
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
を
実
施
し
ま
す
。

と
　
き
　�

１０
月
７
日
㈪
、
１５
時
〜
１６
時
３０
分

と
こ
ろ
　�

プ
ラ
サ
ヴ
ェ
ル
デ
３
０
１
･
３
０
２

　
　
　
　
　
会
議
室

講
　
師
　�

遠
藤
謙
さ
ん
（
㈱
Ｘサ

イ

ボ

ー

グ

ｉ
ｂ
ｏ
ｒ
ｇ

代
表
取
締
役
）、小
沼
み
の
り
さ
ん

（
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
）

定
　
員
　
１
０
０
人（
先
着
順
）

申
込
方
法
　�

９
月
９
日
㈪
、
９
時
か
ら
電
話
ま

ホームページホームページ

専用フォーム

14-18_0901.indd   1614-18_0901.indd   16 2024/08/19   16:342024/08/19   16:34

情報ひろば

広報ぬまづ2024.9.1 号17

と
　
き
　
９
月
３０
日
㈪
〜
１０
月
７
日
㈪

　

歴
史
民
俗
資
料
館

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
２
･
６
２
６
６

９
月
１
日
〜
１０
日
は
屋
外
広

告
物
適
正
化
旬
間
で
す

　
市
で
は
、
安
全
で
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
に
、
屋
外
広
告
物
法
に
基
づ
く
沼
津
市

屋
外
広
告
物
条
例
に
よ
り
、
看
板
の
大
き
さ

や
高
さ
な
ど
を
制
限
し
て
い
ま
す
。

　
看
板
を
設
置
す
る
際
は
、
市
の
許
可
が
必

要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

開
発
指
導
課（
景
観
指
導
係
）

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
６
２

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
へ

の
登
録
を
お
願
い
し
ま
す

　
災
害
時
の
対
応
や
平
常
時
の
見
守
り
活
動

等
に
活
用
す
る
名
簿
へ
の
登
録
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
名
簿
は
自
治
会
や
民
生
委
員
、
消
防
等
が

共
有
し
ま
す
。
登
録
を
希
望
す
る
人
は
、
加

入
し
て
い
る
自
治
会
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

対
　
象
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

　
　
　
・�

要
介
護
３
以
上
の
認
定
を
受
け
て

い
る
人

　
　
　
・�

身
体
障
害
者
手
帳
１
･
２
級
を
持

　
　
　
　
っ
て
い
る
人

　
　
　
・�

療
育
手
帳
Ａ
を
持
っ
て
い
る
人

　
　
　
・�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

を
持
っ
て
い
る
人

　
　
　
・�

特
定
医
療
費（
指
定
難
病
）受
給
者

証
ま
た
は
特
定
疾
患
医
療
受
給
者

証
を
持
っ
て
い
る
人

　
　
　
・�

前
記
以
外
で
、
自
力
避
難
に
不
安

ぬ
ま
づ
環
境
教
室

　
自
然
環
境
や
生
物
多
様
性
に
つ
い
て
、
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
中
心
に
、
親
子
や
友
達

同
士
で
学
び
ま
せ
ん
か
。

と
　
き
　�
１０
月
１２
日
㈯
、
９
時
〜
１１
時

と
こ
ろ
　
富
士
通
㈱
沼
津
工
場（
宮
本
）

内
　
容
　�

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
や
生
物
多
様
性
へ
の
取

り
組
み
の
紹
介
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

　
　
　
　
ー
ク
（
自
然
や
生
物
の
観
察
、
ヤ

　
　
　
　
ギ
と
の
ふ
れ
あ
い
等
）、間
伐
材
利

　
　
　
　
用
の
モ
ル
ッ
ク

対
　
象
　�

市
内
に
住
む
か
通
勤
・
通
学
す
る

人（
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
）

定
　
員
　�

４０
人
程
度（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

申
込
方
法
　�

９
月
１９
日
㈭
ま
で
に
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
、
電
話
番
号
を
電
話
ま

た
は
メ
ー
ル
で

※�

天
候
に
よ
り
内
容
を
変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

環
境
政
策
課(

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
推
進
室)

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
４
１

　
　
　
　kankyo@city.num

azu.lg.jp

多
文
化
共
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

研
修
会

　
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
「
多
文
化
の
子
ど

も
た
ち
」
へ
の
理
解
を
深
め
な
が
ら
、
日
本

語
の
指
導
を
実
践
的
に
学
び
ま
す
。

と
　
き
　
９
月
２９
日
㈰
、
１４
時
〜
１６
時

と
こ
ろ
　
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

講
　
師
　�

崔チ
ェ
ヨ
ン
ソ
ン

英
善
さ
ん
（
一
般
財
団
法
人
自

治
体
国
際
化
協
会
地
域
国
際
化
推

進
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

対
　
象
　�

外
国
人
支
援
に
関
心
の
あ
る
人

定
　
員
　
５０
人
程
度

お
知
ら
せ

市
税
納
付
の
夜
間
相
談
窓
口

と
　
き
　
９
月
１０
日
㈫
、
１７
時
１５
分
〜
１９
時

と
こ
ろ
　
市
役
所
２
階
納
税
管
理
課

　
納
税
管
理
課（
納
税
推
進
係
）

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
３
２

９
月
３０
日
㈪
は
国
民
健
康
保

険
料
第
３
期
の
納
期
限
で
す 

　
期
限
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

❖
国
民
健
康
保
険
料
納
付
の
夜
間
相
談
窓
口

と
　
き
　�

９
月
１０
日
㈫
、
１７
時
１５
分
〜
１９
時

と
こ
ろ
　
市
役
所
１
階
国
民
健
康
保
険
課

　
国
民
健
康
保
険
課（
収
納
係
）

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
２
７

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す

る
お
知
ら
せ
を
発
送
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
よ
り
薬
代

が
安
く
な
る
人
を
対
象
に
、
９
月
下
旬
に
案

内
は
が
き
を
郵
送
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
医

師
・
薬
剤
師
と
相
談
し
、
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

対
　
象
　�

年
齢
や
対
象
と
な
る
薬
剤
、

金
額
、
処
方
期
間
等
の
条

件
に
該
当
す
る
人

　

国
民
健
康
保
険
課（
給
付
係
）

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
２
５

か
け
が
え
の
な
い「
い
の
ち
」

を
み
ん
な
で
守
ろ
う

�
９
月
１０
日
〜
１６
日
は
自
殺
予
防
週
間
で
す
。

　
市
内
で
は
、
年
間
４０
人
前
後
の
大
切
な
命

が
自
殺
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
自
殺
の
多
く
は「
追
い
込
ま
れ
た
末
の
死
」

で
あ
り
、「
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
社
会
的
な
問

題
」
で
す
。
身
近
な
人
の
い
つ
も
と
違
う
様

子
に
気
付
い
た
ら
、
温
か
く
寄
り
添
い
な
が

ら
話
に
耳
を
傾
け
、
必
要
に
応
じ
て
専
門
家

へ
の
相
談
を
勧
め
、
見
守
り
ま
し
ょ
う
。

　
一
人
ひ
と
り
が
自
分
に
で
き
る
こ
と

を
心
掛
け
て
大
切
な
命
を
守
り
、
と
も

に
支
え
あ
う
社
会
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

※�

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

健
康
づ
く
り
課（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
５
１
･
３
４
８
０

子
ど
も
の
発
達
相
談

「
ひ
ま
わ
り
相
談
会
」

　
未
就
学
の
子
供
の
育
ち
を
心
配
し
て
い
る

保
護
者
の
た
め
の
相
談
会
で
す
。

② ①

と 

き

１０
月
２４
日
㈭
、

１０
時
〜
１２
時

９
月
３０
日
㈪
、

１０
時
〜
１２
時

児
童
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
み
ゆ
き

サ
ン
ウ
ェ
ル
ぬ
ま
づ

小
会
議
室 と

こ
ろ

相
談
員
　 

①
川
辺
詩
菜
さ
ん（
心
理
相
談
員
）

②
夏
目
徹
也
さ
ん
（
特
別
支
援
教

育
士
）

定
　
員　
各
２
人
程
度

申
込
方
法　

電
話
で

申
込
期
限　

�

①
９
月
２０
日
㈮
②
１０
月
１７
日
㈭

　

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
み
ゆ
き

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
６
８
･
０
５
０
０

歴
史
民
俗
資
料
館
の
休
館

　
燻く

ん
じ
ょ
う蒸

及
び
館
内
害
虫
駆
除
の
た
め
、
休
館

し
ま
す
。

の
あ
る
人

登
録
内
容
　�
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
連
絡
先
、

　
　
　
　
避
難
支
援
等
を
必
要
と
す
る
事
由

※�

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

福
祉
企
画
課

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
８
２
４

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年
金

等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
額
が
一
定
基
準

額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る

た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る

も
の
で
す
。

対
　
象
　�

①
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
、
次

の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

　
　
　
　･

６５
歳
以
上
の
人

　
　
　
　
･�

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
で

あ
る
人

　
　
　
　
･�

前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他

の
所
得
額
の
合
計
が
約
８８
万
円

以
下
で
あ
る
人

　
　
　
　�

②
障
害
基
礎
年
金
･
遺
族
基
礎
年

金
を
受
給
し
、
前
年
の
所
得
額
が

約
４
７
２
万
円
以
下
で
あ
る
人

請
求
方
法
　�

日
本
年
金
機
構
か
ら
９
月
初
旬
に

送
付
さ
れ
る
お
知
ら

　
　
　
　
せ
に
同
封
の
は
が
き

　
　
　
　
を
郵
送

※�

年
金
を
受
給
し
始
め
る
人
は
、
年
金
請
求

手
続
と
併
せ
て
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

請
求
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

�

日
本
年
金
機
構
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
　
　☎
０
５
７
０
･
０
５
･
４
０
９
２

　

�

市
民
課（
国
民
年
金
係
）

　
　
　
　☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
２
４

広報ぬまづ
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